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令和３年度 一宮市市民活動サポート補助金 

（助成金チャレンジ部門） 募集要項 
 

 

 

 

１．目 的 

一宮市市民活動サポート補助金は、市民活動団体が行う公益的な社会貢献活動に必要な経費

の一部を補助することで、多様化する地域社会の課題解決に向けた活動を推進することを目的

としています。 

 
 

２．補助金額及び補助回数 

・補助金額は、「対象経費に 1/3を乗じた額から、獲得した助成金の額を差し引いた額」で、10

万円を上限とします。（千円未満切り捨て） 

・補助を受けることができる回数に制限はありませんが、当該年度 1事業のみとなります。 

 

＜補助金額の算出例 1＞ 

獲得した助成金の額：50,000円、対象経費：390,000円の場合 

  390,000×1/3－50,000＝80,000 となり、補助金額は 80,000円となります。 

 

＜補助金額の算出例 2＞ 

獲得した助成金の額：50,000円、対象経費：600,000円の場合 

  600,000×1/3－50,000＝150,000 となりますが、100,000 円が上限なので補助金額は

100,000円となります。 

財団等が公募する助成金制度の活用を促すため、 

助成金を獲得した事業に対して、予算の範囲内で           します。         上乗せ助成   
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３．対象団体 

次の条件を満たす市民活動団体が対象となります。条件を満たしていれば、法人化されていな

い団体でも対象となります。 

（１）一宮市内に事務所を有し、かつ、現に継続的な市民活動（※）を行い、又は今後行う予定   

のある団体 

（※）「市民活動」とは、市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動のこ

とをいいます。 

（２）規約その他これに類するものを有している団体 

（３）法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体 

（４）公序良俗に反する活動をしていない団体 

（５）宗教的活動又は政治的活動をしていない団体 

（６）５人以上の会員で構成されている団体 

（７）当該年度に一宮市市民活動サポート補助金における他の 3部門（「スタート支援部門」「若   

者支援部門」「ステップアップ部門」）の補助を受けていない団体 

 

 

４．対象事業 

令和 3年 4月 1日（木）から令和 4年 3月 31日（水）の間に行われる事業で、1団体につき 1

事業のみ申請することができます。また、次の条件を全て満たすものが対象となります。 

（１）特定非営利活動促進法別表に掲げる活動に係る分野その他の社会貢献に係る分野のもので

あること。（次の表のとおり） 

 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る事業       ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業 

② 社会教育の推進を図る事業            ⑬ 子どもの健全育成を図る事業 

③ まちづくりの推進を図る事業           ⑭ 情報化社会の発展を図る事業 

④ 観光の振興を図る事業              ⑮ 科学技術の振興を図る事業 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業     ⑯ 経済活動の活性化を図る事業 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図     ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援 

る事業                       する事業 

⑦ 環境の保全を図る事業              ⑱ 消費者の保護を図る事業 

⑧ 災害救援事業                  ⑲ ①～⑱の事業を行う団体の運営又は活動に 

⑨ 地域安全事業                    対する連絡、助言又は援助を行う事業 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る事業       ⑳ 上記①～⑲に掲げる事業に準ずるとして愛 

⑪ 国際協力を行う事業                 知県の条例で定める事業 

 

（２）営利を目的としないものであること。 

（３）一宮市内で実施し、主として市民を対象とするものであること。 
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（４）当該市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。 

（５）補助金の交付を受けようとする年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていないこ

と。 

 

５．対象経費 

 補助対象となる経費は以下のとおりで、対象期間内に支払った領収書のあるものです。 

科目 内     容 

報 償 費 講師・専門家等への謝礼 

旅 費 
交通費、通行料、宿泊費 など 

自動車のガソリン代については走行距離数に 20円/㎞を乗じた金額 

印刷製本 

消耗品費 
チラシ・ポスター等の印刷代、文具等の消耗品 など 

食 糧 費 外部講師の食事・お茶代（1人 1,500円（税込）が対象経費の上限） 

通 信 費 

手 数 料 
切手等の郵便料、ボランティア保険等の保険料、振込手数料 など 

備 品 費 申請事業に必要不可欠な備品に限る 

人 件 費 申請事業に必要不可欠な人件費（1,000円/時間が対象経費の上限） 

使 用 料 

賃 借 料 
会場使用料、車両・機器等のレンタル料 など 

そ の 他 上記以外の経費で市長が対象と認めるもの 

※報償費、人件費等を支払う場合は、源泉徴収事務が必要な場合があります。 

 

６．対象外経費 

＜予算として計上できないものの例＞ 

・団体の管理運営費（事務所賃借料・光熱水費・電話料金 など） 

・他事業や団体の管理運営費との按分費用 

・領収書が無い経費 

・アルコール類など社会通念上、公金で支払うことが不適切な経費 など 

 

＜予算として計上できるが、補助対象額として認められないものの例＞ 

・外部講師以外に提供される食糧費 

・参加賞等一律に配布される物品の費用 

・会場使用料のキャンセル料 など 
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７．補助金交付申請書等の提出方法 

提出期間は令和 3 年 4 月 1 日（木）から令和 3 年 9 月 30 日（木）です。期間内に次の書類を

一宮市市民活動支援センターへ持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

ただし、提出できるのは 1団体 1事業のみです。また、提出された書類等は返却しません。 

（１）一宮市市民活動サポート補助金交付申請書（様式 21） 

（２）公募の助成金制度により交付決定を受けた金額がわかるもの（交付決定通知書）の写し 

（３）公募の助成金制度の概要が分かるもの、及び申請書の写し 

（４）定款又は規約、会則その他これらに準ずるもの 

※（１）は一宮市公式ウェブサイト（ページＩＤ：1039441）からダウンロードできます。 

①持参の場合 一宮市市民活動支援センターへ持参（平日の午前 9時～午後 5時） 

②郵送の場合 〒491-0858 一宮市栄 3丁目 1番 2号 i-ビル 3階 

一宮市市民活動支援センター  

一宮市市民活動サポート補助金（助成金チャレンジ部門）担当 あて 

③電子メールの場合 shiminkyodo@city.ichinomiya.lg.jp 

           （件名を「一宮市市民活動サポート補助金（助成金チャレンジ部門） 

〇〇（団体名）としてください。） 

 

８．前金払 

補助金の支払いは事業終了後になりますが、事業実施前の支払いを希望する場合は、交付決定

後、一宮市市民活動サポート補助金前金払交付請求書（様式 26）を提出することにより、交付決

定額の 2分の 1以内の金額まで受け取ることができます。 

 

９．実績報告書の提出と補助金の交付 

事業終了後、1か月以内に実績報告書を提出してください。提出書類は次のとおりです。 

（1）一宮市市民活動サポート補助金交付決定事業に係る実績報告書（様式 23） 

（2）一宮市市民活動サポート補助金交付請求書（様式 25） 

（3）助成金交付団体に提出する決算報告書の写し 

（4）領収書のコピー 

※（1）、（2）は一宮市公式ウェブサイト（ページＩＤ：1039441）からダウンロードできます。 

（4）の領収書のコピーは領収書の原本と照合しますので、提出の際には原本もお持ち  

ください。なお、補助金の支払いは市の補助金支出の審査を受けた後になります。 

 

問い合わせ 

一宮市総合政策部市民協働課 

（一宮市市民活動支援センター） 

TEL 0586-23-8883  FAX 0586-85-7023 

 平日の午前 9時～午後 5時 


